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労働法随想  

住  田  始  男  

◇  

3． 3＄協定と争議行為  

いまでは夏休みの恒例行事となったいわゆる労裁会議（労働委員会と裁判所の合同協議  

会）が，今年は新築したほかりの，松山市民会館で開かれた。今年の議題には，不当労働  

行為の問題点を実際のケ－・スについて詮索するものが、はとんどといってよいはど目につ  

いた。その意味では，香労委提出の36協定を争議行為にかかわらせて．問題とした次の議  

題は，ちよっと毛色の変ったものであったといえよう。ここ／でほ，この議題の論点を整理  

しノートして通せたいと思う。まず，議題の紹介から始めよう。   

香労萎提出議題「組合が36協定の有効期間中紅おいて賃上げの交渉中，魚上げの目的  

をもって，（1）時間外および休日協定の破棄通告をした場合，（2j時間外および休日協定が終  

了し，次期の同協定が結ばれて－いないとき，次期の同協定の締結を拒否した場合に，これ  

ら（1），（2）の行為ほ労調法第7粂の争議行為といえるか。また（1），（2）の行為の正当性はどう  

か。－一－一条件として，企業が正常な業務を遂行するためには，ある程度の時間外および休  

日労働は客観的，常態的紅必要であり，組合もこれまでは慣習的に協定を継続している。」   

以上が提出議題の全文であるが，与れを通読すると，表現がかなり繁雑でもあり，争論  

行為を問題とするにしても，題意は必ずしも明確ではない。   

もともと，この議題は使用者側委員の発案で，先般の四国ブロック会議に．上提されたの  

が，時間切れのために審議未了となっていたものである。これを労裁会議匿引継いだわけ  

だが，実のところ，提案理由の説明役を引受けたわたくし自身，この議題がどんな経緯で  

成立したのか，また，その背景となる具体的グー・スが何であったかなど紅ついてほ，全く  

知るところがなかった。そこでわたくしの行った趣旨説明は，恰度，試験問題紅直面した  

学生のような態度で，議題の文頑だけから－・般的，抽象的に題意を渋みとるはかなく，そ  

して，そ・の程度の理解のなかでわたくしなりに設定した問題点を，会同員に披渡しそれに  

応え．て貰うかたちで反響を期待したのである。   

いずれにせよ，議題は，まず争議行為の有無を問うわけだが，わたくしの感じでは欝（1）   
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問については，36協定、の破棄通告の点（a）だけでは，争議行為を問題とした意味が弱わす  

ぎると考えたので，破棄通告紅あわせて，協定締結後の休日労働および時間外労働拒否の  

行為㈲を鞘加して質問しておいた。まだ，常2問については，単なる締結拒否（cほ更新拒  

否（d）とのこ点を区別して，答えて欝うという態度をとったのである。  

◇   

以上の論点を指摘して，わたくしが提案理由説明のなかで展開した私見ほ，おおよそ次  

のとおりであった。矧1）問について．ほ，論点（a）の36協定の破棄通告は随時可能とまでほ  

いわないが，相当期間の予告で破棄することができると理解して－いる。なぜなら36協定  

は，その形式が労働協約と－・致しても，その実体や性質ほ全く違ってこいて1労働協約のよ  

うに労働条件の鱒低基準として，労働者の労働契約を規棒するというものではない0それ  

ほせいぜいこの協定が締結されていることによって，使用者の問われる労働基準法違反の  

処罰が，免除されることを規定しただけのものであって，本来，36協定は労働協約であ  

るわけではない。このことは職場の労働者の代表が36協定を締結するときに最も明瞭で  

あるが，この場合に36協定が個々の労働者を義務づけるために・は，さら紅個別の合意が  

必要であることはいうまでもない。また労働組合が締結した36協定の場合紅も，それ  

が労働協約として扱われるためには，各当事者が協約締結の明白な意思を表示することが  

先決問題であるし，そのためには，たとえば，残業手当の支給方法などにも触れなけれ  

ば労働協約隼該当するとはいえないであろうQ－・般的にいって，36協定の有効期間中に  

それの破棄通告をすることは，なんら差支えのないことで，労働協約の平和義務違反のよ  

うな問題が生ずるはずもないし，従ってまた，協約違反の争議行為などとは全く無関係の  

ことである。   

それでほ，さらに－・歩を進めて，論点（b）の協定締結後の時間外および休日協定を拒督す  

る行為については，どう考えたらよいのだろう声ゝ。この点については，周知のように，争  

議行為の要件としての業務の正常な運営を阻害する行為に該当するかどうかが，論議の中  

心となってくる。もちろん時間外および休日協定を拒否する行為が，社会的意味での争議  

行為の性格をもっていることはこれを認めなければなるまい。しかしここでほ，それが法  

枠上問題となる争議行為であるかどうかが問われてし）るのであって，わたくしは，法律的に   

は，こ」での正常とはあくまでも平常ないし通常とほ異ったものであると理解している。  

36協定は労働基準法上は，あくまでも例外であって，例外ほそれがいくら慣行的に続い   
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でも，正常なものになるはずがない。このように考えるわたくしは36協窪拒否は制限禁  

止に触れる争議行為とはならないとして－，否定説の立場を述べておいた。ただ，わたくし  

の場合紅も，36協定が具体的に個々の労働者の時間外労働や休日労働を義務づけている  

場合には，その時閣外労働や休日労働を拒否する行為が争議行為となることを否定するも  

のではない。   

第（2）間についてほ．，わたくしは36協定を締結したり拒否したりする行為は，一種の権  

利行為であるとみるので，論点（c）の36協定拒否の場合に，この拒否のみを唯一・の理由と  

して，使用者がロソクアウトをしたり制裁を加えたりするのほ違法だとする立場を支持し  

たい。さらに論点（d〉のいわゆる東新の拒否，すなわち次期の同協定の締凝を拒否する行為  

については，次のように述べておいた。これほ三越事件で東京都労委が示した考え方であ  

るが，時間外労働や休日労働は36協定を侠って初めて可能となるのだから，協定の成立  

前には会社の運営すべき業務は，その限りではまだ存在して－いない。従って正路な運営を附  

害するということほ起りえないし，争議行為であるということほいえない。このように，  

わたくしほ議題の各論点について，おおむね争議行端の成］■z、を否定する1■1場にたって見解  

を述べ，反応のほどをみ営もった。  

◇  

ところで，わたくしの述べた否定的見解に対して，会同良からの反響は必ずしも括磯で  

ほなかった。しかし，帯判所側から示された意見が，一様に肯定髄の立場にたって争議行  

為の成立を是認した点ほ，わたくしにとって甚だ印象的であり，かつ有益であった。わた  

くしの述べた否定的見解が肯窓掛こよって反撃されることは，実は，最初からわたくしの  

予想したことであったが，それにもかかわらず，設問に対する大方の考え方が摘めたよう  

な気がして，大いに参考になったと思っている。   

高松地裁のA裁判官によると，部内には非常叱強く否定説を主張する裁判官もいるが，  

大勢としては苺雇儲が支配的である旨の報告であった。A裁判官の意見は，掛こわたくし  

が設定した破棄通告と締結後の時間外労働や休日労働を拒否する行為とを峻別して考える  

ことの必要性などにはこだわっていない。端的に前述rl），12）の行為はいずれも争議行為に  

該当するとして，そ・の理由も従来から慣習的に36協定が締結されてきた状態のなかで  

ほ，そのような姿こそ，まさに職場の正常な作兼状態であるとみて，こ．れを非鷹†篇とはい  

いきれまいとするところにあった。またこのことほ実働基準法第36条の存在自体からも   
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いえるはずであるとも附加されていた。   

松山地裁のB裁判官，高松高裁のC裁判官もみな∴高松地裁の見解のとおりであるとし  

て－，肖定説の漁場を支持したようであった。さらに最高裁派迫D係官も同様に争議行為紅該  

当するものとして，肖定説に1：と：って詳述されるところがあった。ただD係官の発言を仔細  

に傾聴していると，肖定説の展開ではあるが，意外にも，わたくしの考え．方と比較して，  

実際止の差異ほ全くないのではあるまいかと感じた。なぜならそこで争議行為に該当する  

と断定されて．いる場合に，それほ36協定が具体的に発効している段階に限ってあ立論で  

あることが理解できたからである。なお，D係官の発言の要点として－，そのはか紅，正当  

性の問題は具体的事案に．ついてみるはかないという点，36協定が困難な問題を藤呈する  

のほ，むしろ公労法や地公労法に関連して争議行儀が制限禁止されている場合に，事実上  

正常な問題に該当する点，さらにそ・こから解雇に結びついて一問題となる点の指摘があった  

が，それらについてはいずれも同感である。   

会同員のうち，労働委員会側の反応としてほ，わずかに徳島労蚕E委員から，否定説を  

全面的に支持する旨の発言があったにとどまった。また，中労委泥道のF係官ミの見解発表  

を期侍したのだが，たまたま，東京都水道局事件が設問と全く同じケ－スで，目下■，繋属  

中とのことで，敢て一発言を遠慮された。しかし，本間に関連しで，労働基準法上の問題と  

労使関係上の問題を区別して考えたいという示唆があったが，含蓄があって，千万言にも  

押掛するものであったと思っている。  

◇  

こうして1裁判所側の背走説が圧倒するなかでほ，わたくしの述べた否定的見解は孤立  

醸援匿ひとしく，価値の乏しい学説のようにみえた。しかし，肯定鋭のような解釈を許す  

と，休日労鋤や時間外労働を継続的に強制することになり，それこそ労働基準法第36条の趣  

旨に反する結果を招来する。愕定説のいうように，36協倉掛否な争議行為とみること  

ほ，36協定という手段を通して，労働基準法の確立した8時間労働の原則が事実上無視  

されている現状を，却て肯定することになる。また，36協定更新の拒否を争議行為とみ、  

ることほ，協定の選新に応ずることを当然の義務のように考えている点で，とうてい賛成  

できない。   

ただ，最高裁派遣D係官の発言がわたくしの共感をよんだといった点粧ついてだが，  

このことに関連して－■言しでおきたい。36協定ほ，単にそれが締結されただけでほ，な   
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んら，個々の労働者に対して時間外労働や残業についでの具体的債務を一等えるものでほな  

い。36協定自∵体は，使用者が時間外労働をさせた場合でも処罰されることがないことな定  

めて：いるだけのものである。従ってこれが結ばれたということだけでは，まだ，個々の労  

働者が時間外労働を強制されるわけではない。労働者が36協定によって時間外労働義務  

をもつのは，労働者が時間外労働を承知し，残業の合志ができて初めて使用者の指揮下に  

入ったときからでなけれぼならぬ。   

最高裁派遣D係官のいわゆる「36協定の発効している段階紅限る」という前提が，この  

ような惑味のものであると三味解する限り，そてにはわたくしと異るところほT・つもないよ  

うである。一腰把，36協定があれぼただそれだけで労働者は時間外等の残業命令紅従わね  

ばならないかのような議論が横行している点を捉えて，これを否定的に解明したのがわた  

くしの立場である。わたくしのいっているのほ，36協定ほ有効期間中でも自由に破棄でき  

ることの指摘であり，また，36協定があって－も個々の労働者ほ時間外等の業務命令を拒否  

できるという主張でもある。36協定の議論を通じて大切なことほ．，36協定があるだけで  

ほだめで，さらに労働協約などに36協定を結んだ場合にほ個々の労働者も残業義務の生  

ずる特だんの定めがある場合に初めて残業義務が生ずるという点の理解である。しかもこ  

の特だんの定めほ抽象的，－・般的に「残業を命ずることができる」とか「残業する」という程  

度の定めでほ不十分である。わたくしは少くとも，とういう職場と職種の労働者を時間外労  

働させるというような具体的な定めがある場合をいうと厳格に解している。もしそのよう  

な定めがない場合は，個々の労働者の残業笹つし1ての個別の承諾があらためてJ必要なわけ  

である。個々の労働者の時間外労働義務のないところ紅出す業務命令は，いくら形式があっ  

ても法律的には無効であり，無効なものな拒否しても走法という問題は生じない。  
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